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１．委託業務の名称　　　

２．履行期間　　　令和　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日まで

３．業務委託料　  　　　  　　　　　　　　　　　　　　円
うち取引に係る消費税　　　          　　　　　　　　　　　円
及び地方消費税の額　

４．契約保証金　　　大洗町財務規則第１４１条の規定により免除

発注者を甲とし，受注者を乙として、上記事項及び裏面の条項により契約を締結するものとし、この契約書２通を作成し，甲、乙各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

甲　　 住　所　　茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
　　 名称及び氏名    大洗町長　　國井　豊 

乙　　 住　所　　                             　　　                      名称及び氏名



第1条　乙は別途仕様書等に基づき、表記の委託料をもって、表記の履行期間内に、表記の委託業務を完了しなければならない。
２　乙は、委託業務の処理につき、甲の指示に従わなければならない。
第２条　甲は、必要があるときは、委託業務の中止、内容変更または履行期間の伸縮をすることができる。
２　前項の場合においては、乙は甲に対し契約の解除を求めることができる。
第３条　乙は、災害その他やむを得ない理由により、契約期間内にその業務を履行できないときは、甲に履行期間の延長を求めることができる。
第４条　委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
第５条　乙は、委託業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
２　甲は、前項の通知を受けたときは、１０日以内に目的物についての検査を行うものとする。
３　検査に合格しないときは、乙はその負担において、甲の指示するところにより補正しなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から補正終了の通知を受けた日から起算するものとする。
第６条　甲は、検査合格後において、乙の適法な請求があった後３０日以内に代金を支払うものとする。
第７条　乙の責に帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、乙は遅延日数１日につき委託料の1000分の1の違約金を甲に支払わなければならない。
２　甲の責に帰すべき理由により請負代金の支払いが遅れた場合には、乙は所定の延滞利息の支払いを甲に請求することができる。
第８条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
（１）履行期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。
（２）正当な理由がなくて契約を履行しないとき。
（３）契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。
（４）契約の履行にあたり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。
（５）乙が大洗町暴力団排除条例に揚げる規定に該当することが判明したとき。
（６）その他契約条項に違反したとき。
第９条　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
第１０条　乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
第１１条　乙は、甲の文書による承認を得ないで、その権利を第三者に譲渡し、または委託業務の処理を第三者に委託してはならない。
第１２条　この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲、乙協議の上定め、協議がととのわないときは、甲の認定するところによる。
